
市立豊中病院 告示第４号 

 

 市立豊中病院手術室管理及び清潔区域環境整備業務委託契約に係る一般競争入札について 

 

 市立豊中病院手術室管理及び清潔区域環境整備業務委託契約に関し、次のとおり一般競争

入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定により公告します。 

 

   令和４年７月１９日 

 

                        豊中市病院事業管理者 本荘 泰司 

 

１．入札に付する事項 

 （１）件名 

    市立豊中病院手術室管理及び清潔区域環境整備業務 

 （２）履行場所 

    豊中市柴原町４丁目１４番１号 

 （３）概要 

    （２）の履行場所のうち手術室及び清潔区域（業務対象床面積約 1,459.95 ㎡）の管

理及び清掃業務 

   ア 手術室管理業務 

   イ 手術室環境整備業務 

   ウ ＩＣＵ他清潔エリア環境整備業務 

   エ 薬剤部無菌製剤室管理業務 

 （４）期間 

    令和４年１１月１日から令和９年３月３１日まで（長期継続契約） 

 （５）その他 

    本入札は、郵送入札により行う。 

２．参加者に必要な資格 

  次に掲げる要件をすべて満たした者 

 （１）施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 （２）公告日において豊中市物品・業務委託等入札参加資格「６３建物等清掃」の「０２

病院清掃（清潔区域）」の認定を受けていること。ただし、当該認定の際に提出した

業者登録カード２に「６３建物等清掃」の認定に係る希望順位を１と記載した者であ

ること。 

 （３）豊中市入札参加停止基準（平成７年６月１日制定）に基づく入札参加停止措置の期



間の範囲内でないこと。 

 （４）豊中市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月１日制定）

に基づく指名除外措置を受けていないこと。 

 （５）建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和４５年法律第２０号。以下「ビ  

ル管法」という。) 第１２条の２第１項第１号又は第８号に掲げる事業について同項

の登録をしていること。 

 （６） 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１５に規定する基準に適

合する者であること。  

（７） 病床数５００床以上の病院において、業務委託契約１件の契約金額（履行期間が１

年以上の契約である場合にあっては、１年間に換算して算出した金額とする。以下同

じ。）が４３，０００千円（豊中市内に本店を有する者にあっては、３３，０００千

円とし、取引に係る消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。）以上の手術室管理（清

掃及びガウン介助を含む。）及び清潔区域の環境整備業務を元請けとして２年以上継

続して履行した実績があること。 

（８） 業務責任者として、病院における清掃業務を３年以上経験し、公益社団法人全国ビ

ルメンテナンス協会が指定する病院清掃業務受託責任者講習の修了証書（有効なも

の）を取得した者を専任で配置し得ること。 

（９）ビル管法第６条第１項の建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を雇用している

こと。 

（１０）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）

第６４条による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項（会社法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０７条の規定によりなお従前の例

によることとされる場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命ぜられていな

い者であること。 

（１１）平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則第２

条による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の規定による和

議開始の申立てをしていない者であること。 

（１２）平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再

生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。た

だし、同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第

１７４条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申

立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（１３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定によ

る更生手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる更正事件（以下「旧更正事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法

（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条第１項又は第２項の



規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更正手続開始の申立て」という。）

をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし。

会社更生法第４１条第１項の更正手続開始の決定（旧更正事件に係る旧法に基づく更

正手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更生法第１９

９条第１項の更生計画の認可の決定（旧更正事件に係る旧法に基づく更生計画の認可

の決定を含む。）があった場合にあっては、更正手続開始の申立てをしなかった者又

は更正手続き開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

３．一般競争入札参加申込書、現場説明書、共通仕様書、業務委託仕様書、清掃作業基準表、

質疑書、入札書、豊中市物品購入契約等入札心得及び郵送入札におけるくじの取扱いにつ

いて等（以下「仕様書等」という。）の配布 

（１）配布期間 

令和４年７月１９日（火）から令和４年８月１９日（金）まで 

（２）配布方法 

   市立豊中病院ホームページに掲載する。 

４．契約条項を示す場所及び期間 

（１）場所 

   豊中市柴原町４丁目１４番１号 

   市立豊中病院事務局経営企画課（管理棟４階） 

   電話（０６）６８５８－３５０４ 

（２）期間 

令和４年７月１９日（火）から令和４年８月１９日（金）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前１０時から午後５時まで 

５．一般競争入札参加申込書等の提出、入札の期間及び方法並びに開札の日時、場所及び方

法 

（１）本入札に参加を希望する者は、（２）から（４）までに定めるところに従い、次に掲

げる書類（以下「資格審査書類」という。）を提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加申込書（様式１） 

イ 同種業務の契約・履行実績（様式２） 

ウ イの実績を証する契約書の写し又は発注者が作成した契約履行証明（様式３） 

エ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第

２号）第３２条の登録証明書の写し 

オ ビル管法第６条第１項の建築物環境衛生管理技術者免状の写し 

（２）資格審査書類の提出及び入札の期間 

   令和４年８月５日（金）から令和４年８月１９日（金）午後 5時まで（必着） 

（３）資格審査書類及び入札書の提出方法 

   次に掲げる方法で封入したものを、郵送により（４）の提出先に提出すること。 



   ア 作成した入札書を中封筒に入れて糊付けし、豊中市で業者登録の届出時に届け出

た使用印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印すること。 

   イ 中封筒の表面には案件の名称（「１．入札に付する事項」（１）件名を参照）を記

載の上「入札書在中」と朱書きし、裏面には入札書の所在地及び商号又は名称を記

載すること。 

   ウ 中封筒及び資格審査書類を外封筒に入れ、糊付けすること。 

   エ 外封筒には提出先及び差出人の所在地及び商号又は名称を記載の上「市立豊中病

院手術室管理及び清潔区域環境整備業務委託契約 入札書在中」と朱書きすること。 

（４）提出先 

   豊中市柴原町４丁目１４番１号 

   市立豊中病院 事務局 経営企画課 用度係 

（５）開札日時 

   令和４年８月２２日（月）１０時００分 

（６）開札場所 

   市立豊中病院 管理棟５階 カンファレンスルーム       

（７）開札方法 

   （５）及び（６）に記載している日時及び場所で入札参加者に代わり、当該入札事務

に関係のない職員の立会いのもと、入札書の開札を行う。 

（８）その他 

   ア 資格審査書類及び入札書の作成に係る費用は、提出者の負担とする。 

   イ 提出された資格審査書類及び入札書は、返却しない。 

ウ （３）に定める提出方法以外の方法による資格審査書類及び入札書の提出は、受

け付けない。 

６．入札方法等 

（１）落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の

１１０分の１００に相当する単価（小数点第３位以下を切り捨てた値）を入札書に記

載すること。 

（２）本入札については、施行令第１６７条の１０第２項の規定により最低制限価格を設

ける。 

（３）現場説明書において、予定価格を公表する。 

（４）入札書のくじ番号の欄にくじを行う際使用する３桁の数字を記入すること。記入が

ない場合は、「０」が記載されたものとみなす。 

７．落札者の決定 

（１）開札の結果、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を



落札候補者とし、資格審査書類による入札参加資格確認審査の結果、入札参加資格が

あると認めたとき落札者とする。ただし、当該落札候補者に入札資格がないと認めた

ときは、次順位以降の落札候補者について、順次入札参加資格確認審査を行い、落札

者を決定する。なお、落札者となるべき金額の入札が２者以上の場合は、別紙「郵便

入札におけるくじの取扱いについて」の方法により落札者を決定する。 

（２） 落札者が契約を締結しない場合の措置 

落札者が契約を締結しない場合は、次順位者と契約の交渉を行うこととする。 

８. 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

   免除する。 

（２）契約保証金 

   契約金額の１００分の５に相当する額以上を納付しなければならない。ただし、豊中

市病院事業会計規程第５６条に該当する場合は免除する。 

９．入札の無効 

  入札に参加する資格のない者及び虚偽の申込みを行った者のした入札並びに豊中市物品

購入契約等入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 

１０．契約の締結 

   契約書を作成する。 

１１．質疑等 

   仕様書等及び契約条項に関する質疑がある場合は、「質疑書」を令和４年７月２９日

（金）午後５時までに「１３．問合わせ先」へ電子メールで提出しなければならない。

受領した質疑書に関しては、令和４年８月４日（木）にホームページへ回答を掲載する。 

１２．その他 

契約書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。 

１３．問合わせ先 

   豊中市柴原町４丁目１４番１号 

   市立豊中病院 事務局 経営企画課 用度係 

   電話（０６）６８５８－３５０４ 

   E-mail: hyoudo@city.toyonaka.osaka.jp 

      担当：鈴木 

 


